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会員　藤田 浩司（41期）

数年前，司法修習生の研修合宿2日目の朝，部屋から撮った写真です。
水平線が徐々に明るくなり，輝く太陽が姿を見せました。
若者たちの前途を祝福しているようです。

新型コロナウイルスの関係で，集まる機会も持ちにくい状況ですが，
弁護士としての志は高く保ちたいものです。

R i s i ng  Sun

リブラギャラリー
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理事者室の楽しみ　村田智子

新型コロナウイルスのもとで～わたしはこう過ごしてきました・こう過ごしています～
vol.2　ロードバイクでどこにでも　野間自子

常議員会報告（2020年度 第5回）
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今，憲法問題を語る
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近時の労働判例
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　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により，本年4月7日，緊急事態宣言が発出。感染

拡大を防ぐため，外出・移動・営業が制限され，「三密」を避けることが要請されるという，

かつて経験したことのない事態が発生しました。

　感染リスクの完全な収束にはまだ相当な時間を要すると言われている中で，本特集では，これ

までの当会の各分野における対応を報告するとともに，ウィズコロナ，アフターコロナに向けての

弁護士，弁護士会の課題をお伝えします。

　かつてない緊迫した状況の下において，当会ではいかなる決断をし，どのように活動を維持して

きたのか。大変読み応えのある内容となっています。是非ご覧ください。

LIBRA編集会議　田中みどり，西川 達也
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1　新型コロナウイルス感染拡大下での
始動

　当会の新役員は，4月1日に就任したが，その当時

も，新型コロナウイルスの感染症が拡大しつつある状

況にあり，正に，新型コロナウイルス感染拡大下で

の始動であった。例年，就任直後に関係官署への挨

拶廻りをしていたが，本年度は，最高裁判所（長官，

判事），東京高等裁判所（長官），東京地方裁判所（所

長），東京家庭裁判所（所長）そして法務省（事務

次官）や警視庁（警視総監）への挨拶廻りにとどめ，

検察庁や法テラス本部への訪問は控えた。

2　緊急事態宣言発出後の取り組み

　4月7日には，政府より緊急事態宣言が発出された。

これを受けて，13日から弁護士会館が閉鎖された。

　当会の緊急事態宣言下の取り組みとして，「会員

や職員の感染を防止すると同時に会務の継続を図る

ための方策を講じること，緊急事態宣言の下で市民

や事業者に生じた法的問題に対して，弁護士や弁護

士会が社会生活上の医師としての役割を果たすため

の態勢を整備すること」を基本方針とした。

3　事務局体制について

　緊急事態宣言下においても，会長，副会長は出勤

していたが，事務局体制としては，3月から行ってい

る職員の勤務時間の短縮（9時45分～16時45分）

に加えて，一部の職員（3～4割）を在宅勤務させ，

業務を継続した。事務局窓口は閉鎖したが，会員に

対する証明書等の発行や弁護士会照会，懲戒請求な

どは郵送で受付けた。このような事務局体制は，緊

急事態宣言が解除された（5月25日）後の5月31日

まで継続した。窓口を再開した6月1日以降は，感

染防止策を講じて（窓口や面談室へのアクリル板の

設置など），会員サービスを実施した。合同図書館も，

6月1日に開館した。

4　法律相談，当番・国選弁護について

　緊急事態宣言下においても，市民や事業者の間で

生じた雇用関係や賃貸借関係等の法的トラブルや家

庭内DVなどの法的問題が生じており，これらの法律

相談に対応するため，面談相談を避けて，電話によ

る相談体制を整備した。

　日本弁護士連合会が設置したCOVID-19による法

律相談（4月20日～7月22日）についても，当会が

場所や人を提供するなど全面的に協力した。

　また，当番や国選弁護の選任手続きも，第一東京

弁護士会や第二東京弁護士会の対応が困難であった

ため，当会が，全面的に協力した。

5　会務活動について

　各種委員会については，原則として4月初めから

会館内での開催を避け，メーリングリストやZoomを

利用して会議を行った。当会の規則上，根拠がなか

ったWeb会議は，6月8日開催の第3回常議員会で

委員会議事規則を一部改正し，「情報通信技術」を

利用しての委員会開催を認めた（資格審査会，懲戒

委員会，綱紀委員会は除外）ため，6月以降は，

Zoomを利用した会議を正規の委員会の会議と位置

付けることが可能となった。

　弁護士研修は，ほとんどが中止あるいは延期され

たが，6月にYouTubeを利用した研修を実施した。

　7月までに開催された会員集会（4月23日，7月17

日）や8月までに開催された5回の会派懇談会（会派

1　総 論

会長　冨田 秀実（34 期）

Ⅰ  当会の対応について
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懇），7月15日に開催された夏期合同研究（8つの

分科会と1つの全体会。のべ1000人を超える会員が

参加）も，すべてZoomを利用して開催した。

6　総会について

　5月26日に予定されていた定期総会は，早々に延

期することを決定した。定期総会は，前年度の決算

や本年度の予算という重要な議案が議題であり，し

かも本年度の暫定予算は3か月間しか確保されてい

ないので，6月30日に感染予防策を講じて開催に至

った。

　また，総会委任状の受任個数を10個から30個に

増加する議案を審議する予定であった7月30日の臨

時総会は，会則改正に必要な定足数の200人の出

席が困難な状況にあったため，その開催を延期し，

同議案は，9月24日開催の臨時総会において，死

刑制度の廃止に向け，まずは執行停止を求める決議

案とともに審議した。両議案とも臨時総会で承認さ

れた。

7　会長声明
（新型コロナウイルス感染に関するもの）

⑴　緊急事態宣言下において，市民や事業者の間で

生じたさまざまな法的問題に対して，当会の弁護

士や弁護士会が社会生活上の医師としての役割を

果たすべく，当会は，4月24日に，「新型コロナウ

イルス感染拡大による緊急事態宣言の影響を受け

る市民及び事業者の皆様への支援を表明するとと

もに，より相談しやすい法律相談体制の構築を目

指す会長声明」を発出した。

⑵　東京拘置所や立川拘置所が緊急事態宣言を受

けて，原則として一般面会を一律禁止する措置を

取ったことに対し，当会は，4月27日に，「一律に

一般面会の機会を奪うような制限を科すことは重

大な人権侵害のおそれがあるため」「直ちにあらた

めるべき」との会長声明を発出した。

　　同時に，東京地方裁判所や東京家庭裁判所の

裁判期日や調停期日のほとんどが延期ないし取消

されたことに対し，早期の期日指定や再開の申し

入れをするなど，協議を続けた。

⑶　「入管施設」の外国人収容者に対し，出入国在

留管理庁は，「新型コロナウイルス感染対策として，

5月1日から収容者の仮放免を積極的に活用する」

としたが，当会は，5月28日，「仮放免に際して」

「住居の提供」や「就労の許可」など「適切な生

活支援を行う」ことと「全件収容主義の是正」を

求める旨の会長声明を発出した。

⑷　政府は，新型コロナウイルス感染拡大により世

帯収入，アルバイト収入等が激減し，経済的困窮

に陥った学生等に対し，「学生支援緊急給付金」

を創設したが，当会は，6月11日，この給付金制

度において外国人留学生にのみ「成績優秀者」の

条件が課せられている点，本給付金の対象から朝

鮮大学校を対象外とした点が差別的設計であり，

ただちに本制度における差別是正を求める旨の会

長声明を発出した。

⑸　東京出入国在留管理局の職員や被収容者に新

型コロナウイルス感染者が発生したことに対し，当

会は，8月18日，積極的な仮放免の実施と仮放免

後の医療の確保などを求めるとともに二次感染防

止やこれまでの感染状況と感染防止策の公表を求

める旨の会長声明を発出した。

8　今後の取り組み

　現在も，新型コロナウイルス感染の状況は続いて

おり，その終息も見えない。

　しかし，このような状況にあっても，新型コロナウ

イルス感染の防止策を必要十分に講じながら，当会

が直面しているさまざまな課題については，しっかり

と成果を出すことが必要である。本年度の執行部は，

今後も弁護士会の在るべき方向を目指して，鋭意，

会務に精励し，課題に取り組んでいく所存であるの

で，会員の皆さまのご理解とご協力をお願いする。

Ⅰ  当会の対応について
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2　常議員会， 事務局体制， 裁判所との連絡，
懲戒請求への対応等

1　緊急事態宣言発出までの業務

　新型コロナウイルス感染者数の増加を受けて，当

会事務局は，平常は9時から17時までの勤務時間を，

3月3日以降9時45分から16時45分までに短縮した

（時短勤務）。

　4月に入って感染者数の増加が顕著になり，緊急事

態宣言発出も予想されるようになった。会館の閉鎖や

職員の在宅勤務の検討が始まる中，4月6日に第1回

の理事者会を開催し，翌7日の常議員会の議題を人

事，入会審査及び総会付議案件に絞って審議するこ

と，緊急事態宣言が発出された場合は，職員の出勤

を少なくとも週2日にとどめて最小限の業務を行うこ

と，窓口業務を休止し，書面の授受は郵便を用いる

こと等が決定された。

　4月7日の常議員会は，感染防止策をとったうえで

55名の出席を得て開催され，1時間程度で終了した。

　同日，東京三会の筆頭副会長と災害担当副会長6

名が，東京地裁において高裁・地裁・家裁・簡裁の

事務局長・所長代行らと面会し，裁判所の業務の大

幅な縮小について説明を受けた。同日夕方，緊急事態

宣言が発出された。

2　緊急事態宣言終了までの業務

　4月13日からは，会 館への立ち入りが制 限され，

原則として地下1階通用口から会員と職員のみ入館が

許されることとなった。

　事務局においては，窓口業務がなくなったものの，

弁護士会照会だけは，依然として多くの申請があり，

出勤した担当職員の負担が重く，他課職員の応援を

仰いだこともあった。

　懲戒請求も郵送による申立てが続いていた。4月か

ら新たに懲戒請求者の本人確認書類の提出を求める

ことになったため，担当職員の負担が増した。

　当初5月6日までとされていた緊急事態宣言は，5

月4日に5月31日まで延長されることが発表されたが，

当会としては，職員の執務体制を連休前に確定して

おく必要があったため，4月27日の理事者会で4月

中の執務体制を5月7日以降も継続することを決定

した。

　また，5月1日の理事者会で，同月26日に予定さ

れていた定期総会を6月30日に延期することが決定

された。

　5月11日開催の常議員会（50名出席）では，総会

付議案件と意見書が承認された。

　職員の給与や賞与などについての組合との交渉が

4月以降も継続していたが，5月中に合意に達し，協

定書の締結に至った。

3　今夏の業務

　6月1日からは，職員の在宅勤務を終了し，全員が

従前の時短勤務に戻った。この時短勤務は，期限付

きで実施していたが，感染の収束が見られないことか

ら，期限を設けずに当面の間実施するものとした。

　ただ，職員の中には，通勤の際の感染を危惧する

声があるため，時差出勤制度の検討に入り，オンラ

インを利用したテレワークについても，8月下旬から

少数の職員で試行して実現に向けた検討と機材の整

備を始めた。

　さらに，6月8日の常議員会（67名出席）では，

Webを用いて会議を開催することを可能にする委員

会議事規則の改正などが承認された。これにより各

種委員会の活動の再開が容易になった。

　6月30日に開催された定期総会は，会場内の座席

の間隔をあけるなどの感染防止対策をとった上で196

名の本人出席を得て，予算を始めとするすべての議題

が承認されたが，7月30日開催予定の臨時総会は，

残念ながら延期せざるを得なかった。

副会長　木村 英明（46 期）

Ⅰ  当会の対応について
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1　突然の会館閉鎖決定

　会館閉鎖の決定は，緊急事態宣言が発令された

4 月 7 日に開催された弁護士会館災害対策本部で，

「明日から会館を閉鎖する（正確には，地下1階の

地下鉄口と1階の入り口を閉鎖し，一般市民の立ち

入りを禁止し，一般会員の立ち入りも制限する）」と

いう通告を突然受けてのもので，当会で主体的に判

断したものではなかった（但し，閉鎖の判断は妥当と

評価している）。

　当会としては突然の告知に仰天したが，会員に対

する告知と閉館時に継続する必要のある会員サービス

をどのように継続するかを考える時間が必要なので，

週明けの13日まで閉鎖を待つよう申し出て，了承さ

れた。ここで得た3日間（土日を除く）で，必要な

方策を立案し，当会のWebサイトに掲示する等して

告知した。その後も逐次情報を更新している。なお，

4月6日に裁判所の執務体制について告知を受け，そ

の内容を弁護士会のWebサイト内会員ページで告知

している。

2　会館閉鎖中・閉鎖解除後の
弁護士会館の感染対策

　閉鎖期間中の弁護士会館の感染症対策としては，

会館内の役職員は，マスクの着用，手指の消毒の励行，

ソーシャルディスタンスを守る等の対策を行っていた

が，この期間は，会館に立ち寄る会員，一般市民が

いないため，立寄り者の感染者も当会からは1名（全

体で5名）のみにとどまり，感染は抑えられていたと

評価できると思う。

　開館後の感染対策としては，閉館中に行ってきた

対策に加えて，入館者への手指消毒，マスク着用，

ソーシャルディスタンス確保の要請，各窓口へのアク

リル板の設置，4階面談室の定員制限や各室のアクリ

ル板設置，委員会等各種会議のオンライン開催，業

務時間の短縮，来館によらない各種申請や納付の要

請等を行っているが，緊急事態宣言が解除され，会

館の閉鎖を解いてからは，徐々に感染者の報告も増

えるようになっている。会館の閉鎖当時は，ゴースト

タウンのようになった会館でコロナの影に怯える毎日

であったが，現在は，「確実に存在している感染者か

ら感染しない，感染者と接触したとしても，濃厚接

触者の認定を受ける形で接触しない」という，二つの

観点で対策を講じている。

3　緊急事態宣言が与えた司法修習・
弁護士倫理・予算編成への影響

　当職の担当分野で，災害・会館以外で緊急事態宣

言の影響を強く受けたのは，司法修習・弁護士倫理・

財務（予決算）であった。

　7月31日に，東京三会の副会長6名が，東京地裁

において所長代行に面会して，審理の促進や今後再

び緊急事態宣言が出るような場合の裁判所業務につ

いての協議の申入れを行った。

　8月1日付けで職員の人事異動を実施し，9月以降

の当会の活動を支える体制を整えた。

4　4月以降各種委員会が休止する中で，常議員会

と同会内入退会審査調査会は，予定どおり開催し

ていたため，当会の運営に必要な議案の審議や当

会の入会手続きは滞りなく行われた。私の担当す

る部門は休止することが困難であるところが多く，

これを実行してくださった会員や職員の皆さんには

深く感謝する次第である。

3　弁護士会館の閉鎖と感染症対策， 
司法修習， 財務について

副会長　吉村  誠（47 期）

Ⅰ  当会の対応について
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　司法修習は，司法研修所から連発される事務連絡

を受け，各種修習行事が次々と中止・縮小・延期・

Web開催等の変更を余儀なくされ，現場は大混乱した。

更に，本年度の司法試験が延期されたことを受けて，

翌年度の弁護修習は，74期と75期の修習生の両方

が同時に修習を行う時期が発生することが予想され，

現在も混乱のさなかにある。

　倫理研修については，弁護士会館に大人数の会員

を集めての研修は三密必至で行うべきでないと判断し，

当会自前の研修を中止し，日弁連のe-ラーニングで

代替することを日弁連に上申し，了解を得た。これに

より代替研修を受けることになった会員の数は，何と

約2200人に上り，これらのすべての会 員に対して，

Web研 修を受けてもらうために告 知をした（1コマ

100人ずつ）。この告知のための事務局の作業は膨大

なものとなった。対象となる会員は，研修を受け損な

わないよう注意されたい。

　決算報告についてはイベント中止による支出減が多

少あった。予算編成においては，収入・支出ともに

影響を織り込む作業を行った。人を集めてのイベント

が軒並み中止となっていることによる支出減が具体化

しているが，今後，不測の収入減がある可能性も十

分あり，半年後の決算時にどのような結果となるか，

現状では不確定である。

1　緊急事態宣言下での相談体制の模索

　緊急事態宣言発出直前の頃，各法律相談センター

では新型コロナ感染防止策の不備が指摘されていた

が，これは4月から当会運営のセンターで試行的に実

施された相談担当弁護士の事務所待機型相談でも概

ね同様であった。また，各センターで3月以来暫定実

施され，三会運営のセンターでは4月も継続実施され

た無料電話相談においても，センターに来所する相談

担当弁護士と職員の接点は感染リスクの点で不安視

された。

　かかる状況下での緊急事態宣言発出により，当会

は，通勤や感染防止策未整備な環境での執務の際の

三密を避けるため職員の出勤日数を制限することとな

り，これにより各法律相談センターでは，事務局業務

を委託している併設の公設法律事務所の休止もあっ

て，運営に必要な最小限の人的体制を維持すること

が困難となった。この頃，一弁，二弁は，当会を上

回る規模での会としての機能縮小を決めようとしてい

た。感染予防策に必要不可欠な消毒薬，飛沫防止シ

ート，アクリルボード，非接触型体温計といった備品

類も市場では品薄の状況であった。続々ともたらされ

る各現場の厳しい現実を目の当たりにして，4月6日

（宣言前日）夕方頃には，もはや全ての法律相談体制

をいったんクローズせざるを得ないのかもしれないとの

無念な思いも心中をよぎり始めていた。

　しかし，このような状況であればこそ，「人権の東弁」

が法律相談体制を維持しなくてはならないとの使命感

はより強く存在しており，相談担当弁護士も職員も，

不安感の一方でその使命感を共有し，委員会も相談

体制を支える覚悟を示してくれた。そこで，減員体制

の下でも実行可能な業務量を前提に，感染予防のた

めに準備すべき備品類が不十分な現状においても実

行可能な非接触型の電話・Webによる相談の可能性

を急遽模索することになる。

2　非接触型の相談体制への移行

　まずは，法律相談センターの機能停止をカバーする

体制として，①市民相談については弁護士紹介セン

ターの弁護士紹介の継続実施（電話での受付の再開

（錦糸町法律相談センター及び法律相談課職員の協

4　法律相談体制について

副会長　田島 正広（48 期）

Ⅰ  当会の対応について
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力），メールでの配点審査実施，初回及び継続相談で

の電話及びWebの活用，相談対応領域の拡大（消

費者相談，生活保護相談，空き家相談等）），②事業

者相談については中小企業法律支援センターの相談

体制の拡充（コンシェルジュ（配点担当）弁護士増

員による電話相談対応）を，それぞれ関連委員会の

了承を得て実施した。この時期他会では，電話相談

の配点を実施しないところが散見されたが，当会では

運営規模を縮小しつつも法律相談体制を維持して，

市民の法的ニーズに寄り添う努力を継続した。

3　電話での各種法律相談の段階的再開

　電話での各種法律相談については，電話相談室の

三密を回避する等，相談を再開できる環境が整った

ところから，各運営委員会の了承を得て段階的に再

開した。子どもの人権110番，民事介入暴力被害者

救済センター，マンション管理相談窓口，弁護士保

険初期相談は，ほぼ相談体制を維持することができ，

またLACの相談については日弁連よりも先に4月中

旬には当会での配点を再開できた。

　その後，5月以降には犯罪被害者支援センター，高

齢者・障害者に関する相談（オアシス），ほほえみホ

ットライン，公益通報相談窓口を順次再開し，7月中

旬には全ての電話相談窓口が再開した。

4　自治体等への派遣相談の段階的再開

　東京三会による自治体等への派遣相談については，

一弁・二弁と協議し，十分な換気，アクリルボード

の設置等の物理的遮蔽，消毒の実施，マスクの着用，

体温等の体調確認の実施（いわゆる5要件）を前提に，

相談担当弁護士の了解を得られた場合に派遣相談を

実施することとした。結果として，派遣先から派遣相

談の延期要請を受けた一部の件を除いては，概ね相

談体制を維持できた。

5　日弁連新型コロナ電話相談の実施

　日弁連の新型コロナ無料電話相談（4月20日～7

月22日）については，①市民相談については弁護士

紹介センターの相談担当者や関連委員会委員などから

募った相談担当者が，②事業者向け相談については

上述の中小センターのコンシェルジュ弁護士が，それ

ぞれ対応した。全国の単位会の中には，この相談の

実施体制が整っていないところもあり，当会会員が，

近くは神奈川，遠くは四国からの電話相談に対応し

た。さらに，③相談者からの最初の電話受付対応を

行う弁護士については，当会の会員に個別に依頼し，

快くお引き受けいただいた（6月22日まで）。なお，

当会では，日弁連の上記相談終了後も，独自に無料

電話相談を継続している。

6　法律相談センターの段階的再開

　法律相談センターでは新型コロナの感染状況の落ち

着き方を見ながら，5月13日から電話相談を再開し，

6月22日からは面談相談を再開した。さらに，相談室

の狭い霞が関センターでは9月から電話相談の有料化

を実施した。

7　課題と成果

　このように，4月から7月にかけては相談体制をや

むなく縮小したとはいえ，相談担当弁護士や職員の

尽力のお陰でなんとか相談体制を堅持できた。弁護

士紹介センターでの電話受付，メール審査の経験は，

今後の検討課題である事務所待機型相談体制の実証

実験ともなった。4月，5月の弁護士紹介センターで

の相談配点件数は，昨年同月と比べて，10→46，

11→47件と4倍増になっており，法律相談センター

の機能の代替可能性が看取された。

　また，中小センターでの配点担当弁護士による相

談者からの聴取体制は，有事の際の一次対応に有用

であることが実証された他，事務所待機型電話相談

の予約受付手配のために池袋法律相談センターで試

行された職員のテレワークの有用性も明らかになった。

私たちは，これらの教訓と成果を生かしつつ，次なる

ハードルに立ち向かう決意をもって，引き続き法律相

談体制の堅持に努めていく。

Ⅰ  当会の対応について
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1　多摩支部について

　緊急事態宣言により，一弁（本年度多摩支部事務
担当会），二弁の担当副会長と協議の結果，多摩支
部会館は閉鎖された。各会の職員，特に一弁，二弁
の職員の勤務体制が大幅に縮小される中で多摩支部
会館に各会職員を勤務させることが困難であると思わ
れたからである。
　ただし，多摩支部の業務の内，刑事弁護業務だけ
は絶対に止めるわけにはいかないので，急遽，各会の
刑事弁護担当の副会長と協議し，多摩支部の刑事弁
護担当職員（東弁職員）には霞が関会館に来てもらう
ことになった。
　様々なことがぎりぎりで決まる状況の下，私が東弁
多摩支部長に多摩支部会館閉鎖の旨を伝えることが
できたのは，宣言発令の1日前であった。このとき，

「何か困ったことがあったらご遠慮なくご連絡いただ
きたい」とは言ったものの，支部長は突然の決定に
困惑したのではないかと思う。
　多摩支部会館の閉鎖により，多摩支部の活動はま
まならず，支部会員には多大な不都合が生じたと聞
いている。また，重要な多摩支部業務（司法修習業
務等）のために多摩支部会館に出勤していた職員も
いたが，その情報が然るべき支部の役員には伝わって
いなかった。私も，多摩支部側のニーズを把握したく
て，支部側とコミュニケーションを取ろうとしていた
が，それもなかなか困難な状況であった。多摩支部側
からも，緊急事態宣言が明けた後，今後同様の事態
が起きた場合に多摩支部会館の閉鎖は避けてもらい
たいとの趣旨の要望が出されている。
　多摩支部に関しては三会で決めなければならないな
ど意思決定過程が非常に複雑であり，当会として方
針を決めても，その通りに進むわけではない。しかし，
当会の各担当副会長，支部の各支部長等とコミュニ
ケーションを図りながら，少しでも良い方向に持って
いきたいと思っている。

2　合同図書館について

　合同図書館も緊急事態宣言直後に閉館されたが，
問題はむしろ，緊急事態宣言後にどのように開館する
かという点にあった。
　当初は，利用方法を制限しながら段階的に少しず
つ開けるという方法も検討していたが，当会による会
員アンケートで「図書館を開けてほしい」という意見
が多数あることがわかった。そこで，理事者から図書
館側に申し入れをし，図書館側も前向きに検討した
結果，時間を短縮して緩やかな人数制限をしながらも，
6月1日からの開館が実現した。合同図書館の関係者
の皆様には，この場を借りて御礼申し上げる。

3　7階の人権関連の電話相談について

　当会では，子どもの人権110番，オアシス相談（高齢
者・障害者向け），サポート相談（犯罪被害者向け），
公害・環境110番等の人権関連の電話相談を，7階
の一部屋で実施していたが，これも休止となった。
　しかし，当会の子どもの人権と少年法に関する特
別委員会が早期再開に向けて尽力し，4月13日には，
まず子どもの人権110番が再開した。その数日前に開
催された同委員会にて，多数の委員から「今，この
ような中で，家庭内等で辛い思いをしている子ども
たちのために電話相談を止めるわけにはいかない」と
いう意見が次々に出されたことは忘れられない。
　オアシス相談，サポート相談，公害・環境110番は，
一弁・二弁と共同で実施しているため，他会との調
整が必要であったが，サポート相談は他会に先んじて
5月上旬から，オアシス相談と公害・環境110番は他
会と一緒に6月から再開した。
　6月以後は，7階電話相談の部屋の「密」を避ける
ため，一部を別部屋に移動させる等の対応をしている
が，今後も，「人権の東弁」を担う会員が安心して相談
業務に取り組める環境を整えていきたい。

5　多摩支部， 合同図書館， 各種人権相談

副会長　村田 智子（48 期）

Ⅰ  当会の対応について
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1　刑事弁護センター

　本年4月1日に副会長に就任した直後から，刑事

弁護センターが通常どおりに運営できなくなることを

想定して，同センターの業務の維持・継続を図るため

の検討を行った。ところが，新型コロナウイルスのよ

うな事態を想定した取り決めは存在しなかったので，

最大震度5以上の地震を念頭に置いた「東京三弁護

士会刑事弁護センターの危機対応についての申し合

わせ」に準じて，当番弁護の配点を行うことにした。

本年度は当会が運営担当会であるため，担当副会長

である私が第一順位の危機管理者となった。万一，

会館3階の刑事弁護センターが閉鎖され，6階の当会

フロアも利用できない場合には，担当副会長である私

の事務所で業務をすることとしたが，幸い現在まで刑

事弁護センターで業務を継続することができている。

　法律事務所へのFAX通信は当面の間休止すること

としたが，弁護人と未決拘禁者との連絡手段確保の

ため，東京拘置所・立川拘置所の未決拘禁者との

テレビ電話による接見は継続した。

　多摩支部会館も閉鎖されたので，多摩支部の刑事

弁護担当者は，霞が関の会館6階人権課に出勤して

執務をした。また，会館1階の法律援助事務センター

においては，通訳人の報酬支払を優先して処理する

ことにした。

2　法テラス

　法テラスによる被告人国選の配点業務は，三密を

避けるために会館301会議室において閲覧方式にて継

続した。会館への出入りは，4月13日からは，午前9

時15分から10時30分の間は地下1階出入口を利用し，

午前10時30分以後は，地下1階夜間通用口を利用

した。また，会館3階の法テラス霞が関分室が閉鎖さ

れた場合，さらに新宿にある法テラス東京で業務がで

きなくなった場合などの業務継続について検討を行い，

業務の空白期間を作らないようにするために，暫定的

に東京三会で対応することとした。

　なお，職員の終業時間が通常より早まったことに伴

い，裁判員名簿等についての法テラスからの連絡につい

ては，当会の刑事弁護嘱託弁護士が個別に対応した。

3　会員課

　各種届出・証明書については，緊急事態宣言発令

後も郵送での手続きが可能なものについては，対応を

継続した。5月上旬には，戸籍謄本等請求用紙につ

き新たに郵送販売を開始し，また停止していた証明

書自動発行機の稼働を再開した。6月1日からは窓口

での業務を再開した。

　当会では，勤務時間内は職員が電話を受けていた

ことから，日弁連や一弁，二弁のサービスに関する問

い合わせや他会所属会員に関する苦情にも対応した。

　弁護士会照会の業務は，少ない人員で案件処理を

する工夫をし，郵送受付を継続しつつ，6月1日から

はボックス受付も開始し，6月15日から窓口受付を再

開した（4月は1546 件，5月は1464 件，6月は2225

件を処理した）。また，従前，当会が立て替えた着払

い郵送費用や謄写料は現金を窓口へ持参してもらって

いたが，新たに振込による立替金精算を実施した。さ

らに，テレワーク中の会員からの要望に応え，新たに

回答書を登録上の自宅に郵送できるようにした。

4　広報課

　市民及び会員への情報提供のためWebサイトの更

新・情報掲載，当会がメールアドレスを把握している

全会員に宛てたメルマガ臨時号の発信（4月に3号，

5月に6号，6月に1号），マスコミからの取材対応を

した（4月は12件，5月は4件，6月は4件）。

6　刑事弁護， 会員窓口， 広報について

副会長　深沢 岳久（49 期）

Ⅰ  当会の対応について



特
集

東
京
弁
護
士
会
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対
応

11LIBRA  Vol.20  No.11  2020/11

5　刑事弁護における会員の利便性向上

　緊急事態宣言を受けて人との接触回数を減らすた

め，私を含む三会の刑事弁護担当副会長が東京地方

検察庁と交渉した結果，6月8日から，検察庁は公

判係属中の事件の開示証拠の謄写について，検察庁

窓口での申請に加えて新たに郵送又はFAXによる申

請を可能とした。これにより，それまで会員は，検

察庁へ申請時と受領時の2回出向く必要があったも

のを，受領時のみ（2回を1回）に削減することが

できた。

1　国際会議

　当会は，世界6か国（7会）の弁護士会と友好協

定を締結しており，またいくつかの国際法曹団体にも

加盟しているところ，本年4月以降，以下の「弁護士会

会長会議（Bar Leaders Roundtable）」に出席した。

　現時点ではいずれも単回の開催で，課題への国際

協力など継続的な取り組みの実現等にまでは至ってい

ないが，パンデミック下における各国の法制度運用状

況や弁護士会の取り組みが情報共有され，いずれも

意義ある会議であった。

　すべてオンライン開催であったが，これまで当会

国際委員会が間断なく維持してきた良好な関係性の

もと，今年度出席した国際委員会担当副会長もスム

ーズに意見交換を行うことができた。

●4月27日の香港律師会（The Law Society of 
Hong Kong）主催“Resilience through COVID-
19”
　世界各国の57の弁護士会が参加。会議中に「弁

護士会として最も必要な会員への支援は何か」につ

いてオンラインアンケートが実施されるなどした。

● 5 月 18 日 の UIA（Union Internationale de 
Avocats；国際弁護士連盟）主催会議
　当会が4月に発出した新型コロナ対応に関する会長

声明の英語訳文を提出した。

●5月28日のWCBL（Conference of World City 

Bar Leaders；世界大都市弁護士会会議）主催会議
　本会議体は，当会がニューヨーク・ロンドン・パリ

の各弁護士会と共に発起人として発足された会であ

る。当会は，緊急事態宣言下での当会の取り組みを

まとめた説明文を提出した。

●9月10日のローエイシア（LAWASIA）の弁護士
会会長会議
　日本からは日弁連と当会がプレゼンテーションを行

なった。緊急事態宣言下において，東京三会は東京

都との連携を模索する中で東京都感染拡大防止協力

金に関する法律相談業務を受託しており，プレゼンテ

ーションでは，自治体の連携例としてかかる取り組み

についても言及した。

2　研修

　緊急事態宣言下で弁護士会館への立ち入りが制限

されていたため，今年度前半は研修を実施できない状

況が続いていたが，弁護士研修センター運営委員会

の尽力により，6月11日，緊急企画としてYouTube

でのライブ配信研修会「新型コロナと労働問題～労

使それぞれの立場から」を開催し，当会として新しい

研修実施形態に先鞭をつけることができた。

　当企画はライブ配信で常時200名が接続参加して

おり，その後東弁ネット研修で約1か月間公開した

（なお，研修については「会員アンケート」（18-19頁）

も参照していただきたい）。

7　海外の弁護士会との情報交換， 研修について

副会長　箭内 隆道（53 期）

Ⅰ  当会の対応について
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Ⅱ  弁護士業務と新型コロナウイルス対応

1　新型コロナウイルス感染症の特徴

　新型コロナウイルス感染症は感染すると高齢者や基

礎疾患を持つ方が重症化しやすく，ときには死亡する

こともある病気として広く知られた。わからないことの

多い未知の感染症であることに加え，有名芸能人の死

亡報道があり，私たちに強い不安と恐れを感じさせた。

そのため，感染確認者に限らず感染者に触れざるをえ

ないエッセンシャルワーカー＊1とその家族に対する偏

見，差別，嫌がらせが発生した。日本赤十字社は

2020年3月26日に「新型コロナウイルスの3つの顔を

知ろう！─負のスパイラルを断ち切るために─」をウ

ェブサイト上に公表し，不安の感染から差別の感染に

つながっていくことの注意喚起をした。また，政府が，

外出や事業活動の自粛要請を行ったところ，自粛して

いないと見られる人や事業者に対し張り紙やネット上

で攻撃する自粛警察といわれる人たちが現れた。今回

の新型コロナウイルス感染症に見られたこうした社会

状況は次の感染症の教訓としなければならない。

　国は，新型インフルエンザ特別措置法を改正し，附

則第1条の2において，新型コロナウイルス感染症を

第2条第1号の新型インフルエンザ等とみなし，3月

13日に公布し，3月14日に施行した。政府及び地方

自治体は感染症法のほかにこの特措法に基づいて対策

をとることが可能になった。

2　弁護士業務上の注意点

　会員としては，新型コロナ感染予防に努めながら，

いわゆる新しい生活様式（下図参照）のもとで，事業

活動のガイドラインを参考に弁護士業務に従事するこ

とになる。

　感染してしまった場合は事業を休止しなければなら

ないし，濃厚接触者となった場合は自宅待機など勤務

を控えなければならない。そのような場合に備え，個

人として事務所として事業継続計画を作っておくこと

が求められる。感染確認されたときや濃厚接触者と

なったときはプライバシー保護に配慮しつつ安全配慮

義務に基づき相談者や顧問先に連絡したい。

　今後社会は働き方改革が進んでいくはずである。弁

護士の事業活動も革新が続くと思う。事務所全体で

柔軟な勤務の方式を採用し，地震災害や感染症災害

に備えることが求められる。十分なコミュニケーション

を実現するのに面談に勝るものはないと考えられるか

ら，感染予防をしてコミュニケーションを確保するよ

うにしたい。

3　新型コロナウイルス感染症と
災害対策委員会の活動

　災害対策委員会規則では第2条において感染症のま

＊厚生労働省＜「新しい生活様式」の実践例＞より

＊1：医療機関・介護施設・保育園などで高い感染リスクにさらされながら働く人たち

新型コロナウイルス感染拡大と災害対応

災害対策・東日本大震災等復興支援委員会委員長　髙岡 信男（40 期）
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Ⅱ  弁護士業務と新型コロナウイルス対応

ん延を「災害」と定義している。第1条において，大

規模災害が発生した場合に備え，平時から災害対策

を協議し，非常時において会員の業務の速やかな機能

回復及び被災した市民の法的需要に応え，もって市民

の人権を擁護することを目的としている。

　新型コロナ対策では，まず当会のウェブサイトを利

用して市民に情報提供することにした。正確な情報と

問題解決に向けた法律情報の提供のため，3月6日に

「新型コロナウイルスに関する生活問題Q&A」を当会

ウェブサイトに公開した。4月9日に改定増補版を公

開した（右図参照）。

　そして当会会員を対象に4月2日に新型コロナウイ

ルス感染症にまつわる法律相談のための研修を実施し

た。当委員会は，災害を正しく怖れて対策を行うこと

をモットーとする委員会であり，三密を避けて安全策

を講じた上で，会館502会議室を使って集合型で実

施した。

　日弁連は4月早々に一つの電話番号で全国の市民や

事業者から相談を受け付け，相談者を地元の単位会に

紹介する制度を行おうと企画した。4月7日に，政府

が緊急事態宣言を行い不要不急の外出の自粛を要請

したため，日弁連は職員を原則として自宅待機とし，

弁護士によって電話受付をすることにした。当会災害

対策委員会において4月20日から5月19日まで日弁

連の要請に応えた。会館510会議室において遮蔽を

設けドアの開放による換気を行うなどして電話受付を

行った。

　東京都は，4月16日から5月25日（政府の緊急事

態宣言終了日）までの期間に営業時間を短縮する等の

協力をした都内の事業者に対し，感染拡大防止協力

金を支給することにした。この支給制度に関しクレー

ムや不正申請で悩みをかかえた東京都産業労働局から

東京三会に弁護士の派遣依頼があった。当会は災害

対策委員会から派遣することになり，7月9日から8月

7日まで1人2時間ずつ1日3人の弁護士を派遣した。

4　新型コロナウイルス感染症を踏まえた
災害時における弁護士・弁護士会の
役割について

　当会には災害対策マニュアルがあり被災時の事業継

続計画が定められているが，地震災害を想定した事業

継続計画であった。感染症の感染拡大という災害を

想定したものではなかった。3月2日に法律相談センタ

ーでの面談相談が休止となり，相談アクセスの遮断は

長く続いた。4月8日から図書館が休館した。会員に

とって図書館が重要であることを再認識し，対策を講

じて再開するように働きかけた。

　対外的には，地震や水害による災害の場合は，被

災地に行って被災した市民や事業者に支援情報を提

供することや悩みごとの相談に応ずる面談相談・電話

相談活動を行うことによって，市民の生活の再建を図

ることが期待されている。新型コロナ禍の場合，裁判

所が2020年4月上旬から裁判業務を原則休止した。

裁判が進まなくなり国民の裁判を受ける権利が後退し

た。裁判業務の再開を働きかけることも弁護士・弁護

士会の役割であることが明らかになった。

　弁護士会の事業活動のあり方について検討する必要

がある。4月7日，政府が緊急事態宣言を発出したこ

とを受け，日弁連は4月8日窓口業務，委員会業務を

停止し，会員からのアクセス，市民からのアクセスを

遮断した。当会は，4月7日以降，役員及び災害対策

委員並びに非常時参集職員で弁護士会として必要最

小限の活動を継続することとし，会員のために弁護士

法第23条の2照会手続，各種証明書発行事務の郵送

受付を継続し，市民や会員からの電話による問い合わ

せに対応を継続した。職員を出勤させたことについて

疑問視する会員がいるので，感染予防対策を講じて事

業を継続したことの意義を検討し次回に活かさなけれ

ばならない。

　弁護士・弁護士会の役割の一つは人権の擁護であ

る。国や自治体は生命・健康を守るために自粛要請

という方法で行動の自由を制限し事業活動を制約した。

生命・健康を守るためではあっても，不当・不合理な

人権の制約が行われることがないよう注視し対応する

ことも弁護士・弁護士会に求められている。



特
集

東
京
弁
護
士
会
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対
応

14 LIBRA  Vol.20  No.11  2020/11

1　法律相談センターの休止

⑴　法律相談センターの全面的な休止
　東京三会では，新宿・霞が関・蒲田の各法律相談

センター（以下「三会センター」という）を運営して

いる。また，当会単独では，錦糸町・池袋・北千住

の各法律相談センター（以下「東弁センター」という）

を運営している。

　2020年3月2日，これらの法律相談センターは，

コロナへの対応として面接相談を休止し，電話相談

（事前予約制）に切り替えた。その後，4月1日から，

うち東弁センター（錦糸町・池袋・北千住）では，

事務所待機型の面接相談（予約日時に担当弁護士の

事務所で面接相談を行うというもの）を始めた。

　しかし，同月7日，緊急事態宣言が発令されたこと

を受け，同月8日から5月6日までの間，三会センタ

ーおよび東弁センターは，いずれも，全て休止した。

　法律相談センターの全面的な休止には，批判もあっ

た。4月10日，東京新聞記事は，「人権の砦　今こそ

出番では」と題する記事で，「困窮する人々が増えて

いる今こそ，出番ではないのか」と指摘している。

⑵　弁護士紹介センターでの対応
　当会の弁護士紹介センターは，離婚，遺言相続，

労働問題（労働者側），消費者問題，建築紛争など

の分野について，当会に所属する弁護士を相談者に

紹介している。

　各法律相談センターが休止している間も，弁護士

紹介センターは稼働した。日弁連の「新型コロナウイ

ルス法律相談全国統一ダイヤル」による電話法律相

談も，当会では，弁護士紹介センターの枠組みを利

用して実施した。

　弁護士紹介センターへの申込受付は，従来，イン

ターネットおよびFAXに限られていたが，5月上旬か

らは，電話での申込も受け付けることとなった。

⑶　受任審査および報酬審査
　当会では，4月14日から5月6日までの間，受任審

査および報酬審査の業務も休止した。そこで，各担

当弁護士は，審査業務が再開される前に受任せざる

を得ないときは，審査業務の再開後に，事後審査の

申出をすることとなった。

　5月7日からは，法律相談センターの再開に伴い，

審査業務も再開しているが，同日から当面の間，受

任審査（本来であれば，原則として面接審査が必要

となる）は，書面審査で足りることとしている。

2　法律相談センターの再開

⑴　弁護士会電話無料相談の再開
　5月7日には，弁護士会電話無料相談を再開した。

弁護士会電話無料相談は，事前予約不要で，東京都

内からのみつながる電話に弁護士が出て，15分程度

で，法律に関する質問に答えるというものである。

⑵　各法律相談センターの再開
　三会センターの霞が関では5月13日から，新宿で

は5月28日から6月末まで，従前の面接相談の代替

として，事前予約制の電話相談（ただし，担当弁護

士が各法律相談センターに来所して，予約日時に，

相談者との電話で30分の法律相談を行うもの）を

実施した。

　また，三会センターの蒲田と東弁センター（錦糸町・

池袋・北千住）では，5月13日から6月21日まで，

面接相談の代替として，事前予約制の電話相談（た

だし，担当弁護士は各センターに来所せず，各自の

事務所に待機して，予約日時に，相談者との電話で

30分の法律相談を行うもの）を実施した。

　その後，三会センターの蒲田と東弁センター（錦糸町・

池袋・北千住）は6月22日から，三会センターの新

宿は7月1日から，それぞれ面接相談を再開している。

1　法律相談センターのコロナ禍への対応について

法律相談センター運営委員会委員長　三上  理（53 期）

Ⅲ  法律相談への対応， 市民への情報提供について
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ただし，霞が関では，現在に至るまで，面接相談は

再開せず，事前予約制の電話相談を継続している。

　面接相談の実施に当たっては，各センターとも，相

談者および弁護士はマスクを着用した上で，手指消

毒をしてから入場することとし，入場時には非接触型

の体温計での検温，体調の問題がないことの確認を

している。また，弁護士と相談者との間には飛沫対

策のアクリル板を設置し，換気のために相談室のドア

の一部を開放し，相談者の入れ替わり時には相談室

内の消毒を実施するなどの対策を行っている。

⑶　継続相談の方法（電話またはWeb 相談）
　当会では，5月7日から当面の間，各法律相談セン

ターの相談担当弁護士は，継続相談を実施するにあ

たり，相 談 者の希 望がある場 合には，電 話または

Webその他の方法で継続相談を実施することができ

ることとしている。

3　法律相談の内容

⑴　日弁連・新型コロナウイルス法律相談の実施状況
　4月20日から7月22日までの間，日弁連の新型コ

ロナウイルス法律相談を実施した。非事業者からの法

律相談は，282件あった。その内訳としては，労働問

題が86件，消費者問題が71件，公的支援制度に関

する相談が22件，賃料問題が20件，借入金問題が

15件であった。

⑵　各法律相談センターで実施した法律相談の内容
　各法律相談センターの法律相談でも，コロナ関連

の相談として，例えば，労働問題として，休業手当

をもらえない，退職せざるを得なくなった，職場のコ

ロナ対策が不十分などの相談が多く寄せられた。消

費者問題として，結婚式・留学・旅行などのキャン

セル料に関する相談も多かった。収入の減少により借

入金や賃料を支払えないとの相談や，特別定額給付

金・持続化給付金の申請方法に関する相談も，相当

数あった。

　とはいえ，各法律相談センターの実施した法律相

談では，全体的にみれば，コロナ禍とは直接の関係を

もたない通常の法律相談が圧倒的に多数であった。

4　法律相談センターの今後

　霞が関では，相談室が狭いこと，換気がよくないこ

となどが懸念され，いまだ面接相談の再開の目途は

立っていない。面接相談を再開した他の各法律相談

センターでも，以前より限定された枠での相談を余儀

なくされている。法律相談センターの収支は，いうま

でもなく，極めて厳しい状況にある。

　それでなくとも，近年，財務の適正化という名の下

に，法律相談センターの運営に要する賃料および人件

費等の経費の大きさが問題とされてきた。従来から，

法律相談センターを「ハコモノ」と呼び，その縮小を

求める意見があることは，事実である。

　しかし，今回，改めて，弁護士会が法律相談セン

ターを設置・運営していることの意味が再確認され

た面もある。各法律相談センターでは，3月2日から

面接相談を休止して，電話相談（事前予約制）を

実施したが，予約受付の電話でそのことを伝えると，

相談者が面接相談の再開を待つと言って相談に至ら

ないケースも少なくなかった。東弁センターでは，4

月1日から事務所待機型の面接相談を始めたが，面

識のない弁護士の事務所に訪ねていくことへの抵抗

感を示す相談者も多く，電話相談よりもかえって相

談に至らないケースが増えるという傾向がみられた。

弁護士紹介センターでの相談配点件数は，1か月で

約10件程度から約40～50件程度に増えたとはいえ，

従前の法律相談センター（新宿・霞が関・蒲田，錦

糸町・池袋・北千住）の相談件数が1か月で1400

件～1700件程度で推移していたことからすれば，緊

急事態宣言による法律相談センターの休止期間中の

相談者の需要に十分に応えることができたとはいえ

ない。

　そこに法律相談センターがあるからこそ弁護士に相

談できる（法律相談センターがなければ弁護士への相

談に至らない）という相談者は，必ずいるはずである。

コロナ禍により，法律相談事業の収支は，従前と比

較してもさらに厳しい状況にあるが，可能な限りの経

費削減に努めながらも，このコロナ禍の下でも，どう

やって法律相談センターを維持していくかを模索して

いく必要があると思われる。

Ⅲ  法律相談への対応， 市民への情報提供について
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1　はじめに

　新型コロナウイルスの感染リスクが高まる中，中小
企業法律支援センター（以下「当センター」という）
は，本年4月に正副事務局会議（本部長代行，副本
部長，部会長・PT座長，事務局長，事務局次長等
で構成される）のメンバーに有志を加えて「新型コロ
ナ対策本部」を設置し，各種の対策を決定，遂行し
ている。内部的には，本年6月にオンライン出席が認
められる以前から，非公式にZoomを活用した会議，
意見交換，情報交換に努め，2月の早い段階から各種
研修講座をネット研修に切り換えた。

2　法律相談

⑴　一日無料電話法律相談
　本年3月24日
に一日無料電話
法律相談を実施
し，5 件の相 談
があった。 緊 急
事態宣言前で件
数自体は少なか
ったが， 当セン
ターとしてはい
ち早くコロナ対
応の姿 勢を打ち
出すことができ，
相談担当者用に
有益情報の収集整理を開始し（これが後述する事業
者向けQ&A集やリンク集に結実する），コロナ関連の
情報が経営者に行き渡っていない現状を把握できたな
どの収穫があった。

⑵　通常のコンシェルジュ対応の相談
　当センターは，独自の電話番号（03-3581-8977）

と日弁連の全国共通の電話番号のひまわりほっとダイ
ヤル（0570-001-240）による架電，及びウェブでの
申込による法律相談を受け付けている。配点担当弁
護士（コンシェルジュ）が電話で事案の概要を聴き取
り，事案に適した相談担当弁護士（紹介名簿に登載）
を紹介するのが特徴である。コンシェルジュの電話対
応と，担当弁護士の相談初回30分は無料である。
　一日無料電話法律相談の前から，コロナ関連の相
談に対応する旨周知した。本年4月7日に緊急事態
宣言が発出されたが，田島正広担当副会長をはじめ
とする理事者の決断により，緊急事態宣言後も通常
相談を継続していくこととなった。
　日弁連経由での事業者向け法律相談は，通常のひ
まわりほっとダイヤルに加え，新型コロナ特設ダイヤ
ルの事業者向け電話相談（期間は4月20日から7月
22日まで）にも対応した。緊急事態宣言後，第二東
京弁護士会が法律相談を全面休止し，第一東京弁護
士会は事業者向け法律相談を縮小したため，その分
当会への配点件数が増加した。
　緊急事態宣言期間中は，担当の業務課は執務人数
を縮小したが，工夫して配点業務を変わらず続けた。
相談件数増加に伴い，コンシェルジュを適宜増員し
た（通常は平日14時から16時に1名執務）。日弁連
の新設コロナ特設ダイヤルは電話相談であったため，
紹介名簿に登録している委員が臨時で対応した。

⑶　相談件数と内容
　相談件数は，コロナ禍による相談が増えたため全体
に増加した。特に日弁連経由の相談は，他会の相談
業務の休止・縮小もあり，かなり増加した。本年度の
相談受付件数の対前年度比率は，4月が195%（日
弁連経由278%），5月が194%（日弁連経由223%），
6月が182%（日弁連経由181%）であった。
　コロナ関連の相談件数は，当職が把握する限り，3
月は10件，4月は80件と急増したが，5月は36件と
落ち着いた。

2　中小企業法律支援センターの
新型コロナウイルス対応の取り組み

中小企業法律支援センター本部長代行　堂野 達之（52 期）

Ⅲ  法律相談への対応， 市民への情報提供について
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　相談の内容は，当初は，資金繰り対策，公的融資
や助成金等が多かったが，やがて賃貸借関連が増え

（主に賃借人側からの賃料の支払い），その後，各種
契約関係や損害賠償なども増え，内容が多彩となって
きた。今後に備えての予防的な相談もあった。
　コロナ関連以外の通常の相談も多く，コロナ禍の緊
急事態にあっても，相談業務を続ける必要性が感じら
れた。

⑷　総括
　緊急事態宣言後は，当会の法律相談センターが休
止し，他の東京二会も法律相談が休止・縮小という
厳しい状況に陥った（勿論，それ自体はやむを得ない
ことであるが）。当センターが事業者向け相談を通常
どおり継続したことにより，他会が対応できない日弁
連経由の相談に対応し，事業者に法的サービスを安
定的に提供する弁護士会の責務を一定程度果たすこ
とができた。
　これもひとえに，理事者の英断と，執務態勢の縮小
を余儀なくされながら，相談体制の運営に工夫と配慮
を重ねていただいた業務課の皆さんのご尽力，増員の
要請に快く応じたコンシェルジュの皆さん，相談体制
の運営を支えていただいた当センターの正副はじめ委
員の皆さんのおかげである。
　組織の真価は危機のときにこそ問われる。当センタ
ーは，日頃より，若手会員を中心に，各々が役割をき
ちんと果たしていき，何かあったときはサポートし合っ
ているが，このコロナ禍において，サステナブル（持
続可能）な特長をいかんなく発揮することができた。
　意識の高いコンシェルジュの委員を多数擁していた

（本稿執筆時点で68名）ことも大きかった。申込みを
電話かウェブ，コンシェルジュ対応を電話で行うため，
三密回避が求められるコロナ禍で相談体制がうまく機
能した面もあり，非接触型の法律相談の参考例になる
と思われる。

3　情報発信

⑴　当センターは独自サイト＊1を運営し，本年3月より，
コロナ禍で困窮する事業者向けに，「新型コロナ関連

情報」のコーナーを設けて，多様な情報を提供して
いる（本年6月1日にサイトをリニューアルし，トッ
プページにバナーを大きく目立つように配置した）。

　　新型コロナウイルス対策に関する各種Q&Aとし
て，資金繰り対応，下請法，契約・取引関係，労
働関係，不動産賃貸借の各分野について公開して
いる＊2。

　　各種有益情報リンク集として，コロナ対応のため
の公的機関等の相談窓口や情報の各種リンクを分
類，整理して，日を置かずに更新している＊3。

　　また，当センターの委員が，各種メディアから取
材を受けたり，コロナ関連の記事を執筆することも
あった。

⑵　上記のQ&Aやリンク集に関しては，他会の弁護
士や他士業等の多くの方々から，膨大な情報が整
理され，内容も詳細で分かりやすい，事業者支援の
ために参考にしたいと，好評をいただいている。

　　独自サイトの閲覧件数（PV）は，2019年度は月
平均1,500件弱であったが，「新型コロナ関連情報」
をアップしてから，本 年4月で24,480 件，5月で
15,669 件と，激増している。相談件数はそこまで
伸びていないが，数多くの閲覧者が有益情報リンク
集等を見て，必要なリンクへアクセスしていること
も推測される。

　　閲覧件数の増加により，当センターの認知度も高
まっており，今後の相談件数の拡充につなげたい。

4　今後に向けて

　現時点で，新型コロナの収束の見通しは立たないも
のの，当センターとしては，通常のコンシェルジュ対応
の法律相談を拡充し，各種情報発信をこまめに行い，
各PTで旬のテーマの研鑽を積み，経営者に寄り添う
支援を続けていきたい。また，Zoom等のオンラインを
活用した，他士業との連携やアウトリーチも進めてい
く予定である（既に税理士や弁理士との共同勉強会
などをオンラインで開催している）。「ウィズコロナ」

「アフターコロナ」そして「ビヨンドコロナ」も見据え
ていきたい。

＊1：http://cs-lawyer.tokyo/
＊ 2：http://cs-lawyer.tokyo/column/2020/03/05.html
＊ 3：http://cs-lawyer.tokyo/column/2020/05/01.html

Ⅲ  法律相談への対応， 市民への情報提供について
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　当会は，緊急事態宣言直後の5月1日，本会独自

のアンケートを実施し，回答期限の5月11日時点で

1003名の会員から回答を得られた。その後，出勤体

制の変更やテレワークの導入等を含めた各会員の執務

状況等に関する回答部分については5月21日に速報

版として当会会員向けWebサイトにて公表した。

　本稿では，「弁護士会への要望」として寄せられた

回答（回答者数663名）をカテゴリー化して紹介する

とともに，各要望を受けての当会の対応，取組みにつ

いて説明したい。

1　アンケート回答（弁護士会への要望）

○会費の減免，納入猶予，見直しを求めるもの 【118

件】

○法律相談関係 【68件】

○会務活動関係 
◦委員会のWeb会議化・ペーパーレス化等【53件】

◦その他会務等のWeb会議化・ペーパーレス化等

【28件】

○弁護士会の窓口業務関係 
◦再開，郵送対応，I T化（オンライン申請を可能に

する）を求めるもの

① 全般について【19件】

② 23条照会【23件】

③ 各種証明書発行【17件】

④ 受任審査について【3件】

◦職員の勤務体制，給与支給に関する意見【5件】

◦多摩支部に関する意見【3件】

＜その他＞【3件】

○弁護士会館の利用再開を求めるもの 
◦合同図書館（書店の再開含む）【57件】

◦会議室，面談室【10件】

○裁判所の期日再開・機能回復，I T化への申し入れ・

協議の希望 【48件】

○情報提供，広報を求めるもの 
◦弁護士の役割・活動の広報【6件】

◦会員向けの情報提供（業務，経営，公的支援制度，

コロナ相談対応，アンケート結果の開示，会館業務

状況等）【19件】

◦会員（事務所）向けテレワークに関する情報提供

【12件】

◦市民向けのコロナ関連情報等の広報【4件】

＜その他＞

◦弁護士会のBCPは分かりやすいところに会員向け

に公開してほしい

◦弁護士会利用者，職員の感染発覚時の情報提供

体制の広報

◦テレビ電話システムを使ったあっせん

○研修関係 
◦研修の再開（オンライン化を含む）等を求めるもの

【12件】

◦コロナ関連相談の研修を求めるもの【3件】

＜その他＞

◦研修の動画配信には全部字幕をつけてほしい

◦業務維持のための研修を行って欲しい

○理事者への評価・激励 【17件】

○弁護士会の財政見直し，経費削減を求めるもの 
【11件】

○弁護士への経済的支援（給付金や融資等）を求め
るもの 【9件】

○修習貸与金支払い猶予，免除の申し入れを求める
もの 【8件】

○その他 
◦職印を押印する場面を減らしてほしい（電子印鑑

の導入）【4件】

◦投票の電子化【3件】

◦骨髄提供同意立会について【2件】

会員アンケートの実施結果について

Ⅳ  会員アンケート結果報告

副会長　箭内 隆道（53 期）
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◦会長声明について【1件】

◦必要最低限の業務以外全ての停止を求めるもの

【1 件】

◦業務妨害に対する支援が滞ることへの心配【1件】

◦刑事記録の謄写を郵送，FAX，データ送信で可能

にするよう交渉を求めるもの【1件】

◦テレワークできない事務所の業務停止要請【1件】

◦送付物を自宅で受け取れるようにしてほしい【1件】

◦国会ないし国会議員にWeb公開も裁判の公開の

一形態とする旨の法改正を提言してほしい【1件】

○特になし（現状維持含む）【134件】

2　当会の対応

◦会費の減免については，当会が当面の課題としてい

る「月額2000円減額」の前倒しも含め議論されたが，

その後の事態の推移や当会の財政状況全般を慎重に

検討し，結論としては一律の措置は講じていない。

◦会務のWeb化・ペーパーレス化についてはこの

コロナ禍で一気に導入が進んでいるが，本年度後半は

いわゆるハイブリッド式のWeb会議をより快適に行え

るようモニターやマイク等会館側の設備を整えるとと

もに，6月の規則改正後の運用状況を分析し，Web

会議での審議可能事項の拡大を含めたガイドラインの

見直しも検討する予定である。

◦職員の執務体制については今夏から一定のテレワー

クシステムの導入を始め，職員及び役員についても現

在試行を行なっている。また，各種オンライン申請に

ついては当会のシステム全般の更新にも関わる問題と

して即時の対応が難しい面もあるものの，例えば23条

照会申請をオンライン（メールを含め）でも可能とす

るような他会の取り組みも確認しており，そのような

例も参考に当会でも検討を進めていく。

◦裁判所に対する期日再開等への要望については，

4頁及び6頁での説明のとおり，東京地裁には5月末

及び7月末に東京三会から期日再開や審理促進に向

けた協議を求める要望書を提出し，さらに，7月末に

提出した要望書に本アンケートで具体的に寄せられた

会員の声（裁判所の対応への受け止め方・現に生じ

ている問題状況・審理促進のための具体的提言）も

添付した。その後9月の司法協議会（東京高・地・

家裁，東京高・地検，東京三会及び関弁連による協

議会）では，東京地裁側から，弁護士会側からの指

摘を受け業務縮小についての考え方を一部再検討する

旨の説明も受けた。

　ただし，裁判所に対して緊急事態宣言下での業務

縮小が過剰であったことを指摘するにあたっては，弁

護士会の対応を自ら検証する必要があることも承知し

ており，最終的には当会のみならず少なくとも会館を

共用している東京三会及び日弁連とともに，「司法サ

ービスはたとえ緊急事態宣言下においても必要不可欠

な業務である」との認識に立脚した業務継続計画の

更新が必要になるものと考えるところである。

◦研修については，会館の物理的閉鎖とともに講師

の確保にも苦労したという実態もあったものの，研修

再 開を求める声に応じる形で当 会 初の試みである

YouTube配信による研修を実施した。今年度後半も

Zoomのウェビナーの使用を開始することによりWeb

による研修の体制を維持していく方針である。また，

今後，テレワーク導入に関する研修など，アンケート

で要望の多かったテーマについても取り上げる予定で

ある。

◦その他，コロナ禍での情報発信・情報公開等に関
する意見については，主としてマンパワーの関係で対

応に至らなかったものがあったことは事実であり，引

き続き当該問題に関係する委員会での検討依頼等を

行う予定である。

◦今般の緊急事態宣言下においては，会館への出入

りが事実上閉鎖されてはいたが，本特集にてご説明し

たとおり，当会では役職員の出勤を適切な範囲で維持

しつつ，会員や社会から刻一刻と寄せられる要望に対

処すべく業務を継続していた。これについて，多くの

会員からご理解をいただいたことに感謝申し上げたい。

Ⅳ  会員アンケート結果報告
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理事者室の楽しみ 副会長　村田 智子（48 期）

主な担当業務：多摩支部，夏期合研，図書館，
法曹養成，犯罪被害者支援，子どもの人権，
高齢者・障害者，憲法，公害・環境，性平等，
骨髄提供，会務活動，弁護士任官，消費者

理 事 者 室 か ら

理事者室の楽しみ
　理事者になって良かったと思うことの1つに，「理事

者室にいられる」ということがあります。

　当会の理事者室は，6階の秘書課のカウンターの奥

のほうにあります。会長室は個室ですが，副会長6名

は大部屋です。

　副会長の席は，席次順になっていますが，私の左隣

には田島副会長，スペースを挟んで前方には箭内副会

長の席があります。ちなみに，右側には冷蔵庫とお菓子

スペースがあり，とても良い席だと思います。

　副会長が全員集まっていること，そしてすぐそばに

会長室があることにより，聞きたいことがあるときには，

すぐに聞くことができます。通常，弁護士同士で連絡

を取り合うのは結構大変だと思います。電話をしても

繋がらないのでメールをしたけれどもなかなか返事が

なくて…ということも多いのではないかと思いますが，

理事者室にいればそのようなことはありません。また，

直接目と目を合わせて相談ができるので，誤解が生じ

にくいというメリットもあります。

　さらに，困っているときに，他の副会長から声をか

けていただくこともありますが，これは本当にありがた

いです。

　とはいえ，私も当初は，忙しそうにしている他の副

会長になかなか声をかけづらいときもありました。4月

頃，お隣の田島副会長から，「村田副会長から，思い

つめたような深刻そうな声で『ちょっといいですか？』

といわれると，どきっとする」と言われました。今では

すっかり慣れ，普通の声で「ちょっといいですか？」と

いえるようになったと思います。

　そういえば，やはりお近くの箭内副会長からは，「村田

副会長の電話を聴いていると，大変そうですね。思わず

聴き入ってしまいます」と言われたこともありました。

つまり，私はうるさかったんだな，と思います。今もまだ

うるさいのかもしれません。箭内副会長，気を付けます。

　理事者になり，悩むこともありますが，理事者室に

いると，自ずと悩みが解決されるような気がします。緊

急事態宣言下で，弁護士会館が「閉鎖」され，地下

の警備室の横からしか入館できなかったときも，理事者

室に入るとほっとしました。

　理事者室は，自由闊達な「東弁らしさ」の象徴なの

かもしれません。

委員会担当の楽しみ
　副会長になり，30を超える委員会や協議会を担当

しています。

　つくづく思うのは，当会の委員会や協議会の委員長・

副委員長はその道の専門家であるということです。

　私が担当している委員会等の中には，私には未知の

分野，不得手の分野を扱う委員会もあります。そのよ

うな委員会に出席していると特に，当会の活動範囲の

広さと深さを感じます。

　もちろん，理事者として，委員会の要請をすべて是

認できるわけではないですし，委員会に厳しい意見を

申し上げなければならない場面もあります。

　このあたりのところは当然として，できるだけ丁寧な

意見交換を心がけていきたいと思っています。

「新しい生活様式」について
　いろいろありますが，代表的な例として，「誰かと

一緒にご飯を食べる」機会が激減したことが挙げられ

ます。昼食は，理事者室でコンビニ弁当を食べることが

多いのですが，飛沫が飛ばないように，談話室の椅子で，

壁に向かって食べるようにしています。月に数回，昼食

時の会議で弁当が支給されるときには，黙々と，早めに

食べるよう心がけています。こういうとき，特技の「早

食い」が活かされていると感じます。

　夜の時間帯の懇親会もほとんどありません。おかげ

様で，予想していたより早く自宅に戻ることができ，

健康維持には役立っています。

　WITHコロナの生活もそれなりに良いものですが，い

つの日か，皆さんと思う存分，懇親を深めたいと思って

います。
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会員　野間 自子（38 期）

　新型コロナウイルス感染防止の観点から当事務所で

は秘書は10時30分から16時30分までの変則勤務

とし，また感染者数によってシフトを組み週に2，3

回の在宅勤務を取り入れている。弁護士については

全員各人の自由裁量での出勤にしているが，昭和な

私は紙でのファイルをやめることができず，緊急事態

宣言中の秘書が誰も出勤しない期間もファイル整理の

ために適宜出勤していた。その間は，郵便物の受取

りや植物への水やり，提出書類の作成など普段秘書

任せにしていた業務も自分で行い，皆が出勤している

普通の状態がいかにありがたいものかを感じた。

　もっとも悪いことだけではない。在宅での勤務体制

を整えた私は明るいうちに事務所を出てもいいのだと

いう当たり前のことに弁護士生活35年目にして漸く

気が付き，生活を大きく変えた。

　まず少なくとも週1回はロードバイクに乗るように

なった。漫画「弱虫ペダル」に出てくる自転車だ。

公共交通機関を使わず，歩くよりはるかに遠くまで

行ける，withコロナにうってつけの乗り物だ。この

夏だけでも世田谷区の自宅から奥多摩湖，山中湖，

芦ノ湖（箱根駅伝ルート経由），三浦半島など枚挙

にいとまがないほどたくさんの場所に，氷水を頭や

腕にかけながら行ってみた。きつい斜面の道を登って

いる最中はとても苦しく，私は「どM」ではないかと

自問するほどだが，木漏れ日の繊細な蔭，湧き水の

おいしさ，風の心地よさなどは何物にも代えがたく，

戻ってくるとあの苦しさを忘れて，すぐまた行きたく

なるのだ。

　次に，家でウォーキングマシンに乗りながらドラマ

を観ることにはまった。友人に勧められた韓流歴史

ドラマ「善徳女王」を見ていた時など永遠にマシンに

乗っていたいとさえ思ったほどだ。

　そして平日の昼間に商店街を歩く解放感。学生の

頃を除いて今までなかったことだ。抜けるような青空

の下，長閑な街を歩きながらwithコロナの生活も

マイナス面だけではないなとしみじみ思うのだ。

〈vol.2〉
ロードバイクでどこにでも

＊問い合わせ先：広報課　TEL：03-3581-2251/e-mail：libra@toben.or.jp

　新連載「新型コロナウイルスのもとで～わたしはこう過ごしてきました・こう過ごしています～」の執筆者を
募集しております。

◇仕事やプライベートについて
　◦緊急事態宣言中のこと（工夫したこと，普段と変わったことなど）
　◦新型コロナウイルス感染症の影響拡大のもとでの過ごし方，感じたこと，変化したこと，考えたこと，新たな
　　楽しみ方など
◇文字数は600～750文字程度です。

　ご応募は随時受け付けております。ご不明な点等がありましたら，お気軽に編集部までお問い合わせください。

新連載エッセイ 　　　　　 　　　　　　　　　　　   の執筆者募集
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　2003年7月民訴法一部改正（2004年4月施行）で導

入された専門委員制度（92条の2）は，裁判所の専門的

知見獲得への助言者として専門的知識経験を「説明」する

（「意見を述べる」が2012年7月最高裁規則「改正」で追

加）ため，専門委員が裁判に関与する制度である。医療裁

判の分野では，医療・患者側双方から，裁判所の心証形

成が不透明になるとして警戒感がもたれ，東京地裁での利

用は余り進まなかった。双方の同意を条件に例外的に専門

委員に「説明」を超えて「意見」を求め得るとの東京地裁

医療集中部の試行的運用（当協議会も合意）で少しは利用

が増えたが，裁判所は大学病院等の協力で専門委員の増員

を実現し，更なる利用促進を目指す。専門委員の「説明」

は「証拠にならない」のが原則であるが，上記最高裁規則

「改正」後に改訂された最高裁の「専門委員参考資料（2014

年2月改訂版）」では，例外的に双方の同意で「意見」

を求めた上，更に例外的に双方が「証拠」化に同意してい

る場合には証拠にもできるという（この最高裁見解は東京

地裁医療集中部の試行的運用を超え問題あり）。専門委員

の意見が書証として提出され判決に引用された例や「弁論

の全趣旨」で不意打ち的に証拠化された判決もあるが，立

法時の制度趣旨を逸脱し極めて問題である。

　当日配布した「専門委員制度アンケート等報告書」（2019

年12月発行）は東京三弁護士会のHPで公開中。ご参照

されたい。

　標記シンポジウムの冒頭，筆者より上記報告書の上記内

容等につき基調報告をした。

　パネルディスカッションでは，林俊之判事（東京地裁民

事30部総括（当時））より，専門委員への質問事項の作成

は両当事者と調整の上確定するなど当事者主義を尊重した

運用を心がけていること，現在の運用としては専門委員の

説明・意見につき，弁論の全趣旨も含めて証拠とせず反論

の機会も保障としつつも，今後の検討課題として，両当事

者の同意があれば，証拠化もあり得るのではと語られた。

伊藤正晴判事（東京地裁民事14部総括）からも，今後，

証拠化につき，書証，弁論の全趣旨で考慮することも検討

したいこと，期日のやり取りは，録音しているが録音媒体の

記録化はしていないことなどが語られた。

　専門委員を多数経験された荒神裕之医師（山梨大学医学

部附属病院特任教授）からは，業務の合間に意見書作成等

の作業を行っているが，金銭的にはボランティアに近いとの

率直な発言とともに専門委員を活用した簡易鑑定の仕組み

にも言及。質問事項の中には，専門家としてはあり得ない

質問もあると，質問事項作成にあたっての注意喚起の発言

もあった。

　井上雅弘弁護士（一弁/医療側）からは，書記官団体

の会報（H16版）に，調書記載例として「専門委員の説

明内容を調書に記載しないことに異議はない」とあること

など，制度開始当初は証拠とならないとして説明を調書に

記載しなかったことを紹介，専門家の意見を証拠とするに

は鑑定制度があり，専門委員の意見等に証拠能力を認める

必要性は乏しいと証拠化に疑問を呈した。筆者（一弁/患

者側）は，納得のいかない「意見」の証拠提出には「同意」

せず，明確に反対との意見表明をすべしと代理人弁護士に

呼びかけた。

　コーディネーターは後藤真紀子弁護士（東弁/患者側，

協議会副委員長）であった。

シンポジウム
｢医療事件における専門委員制度活用の現状と課題｣（2020.1.14）報告

弓仲 忠昭（31 期）
東京三弁護士会医療関係事件検討協議会（専門委員制度検証小委員会委員長）

第一東京弁護士会会員
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1　憲法は，国会の会期として，常会（毎年1回定

期に召集される会），臨時会（臨時の必要に応じて

召集される会），特別会（衆議院が解散され総選挙

が行われたのちに召集される会）の3つを区別して

いる（52条・53条・54条1項）。このうち，臨時

会（新聞等では「臨時国会」と称されている）につ

いて，憲法53条は，「内閣は，国会の臨時会の召

集を決定することができる。いずれかの議院の総議

員の4分の1以上の要求があれば，内閣は，その召

集を決定しなければならない。」と規定する。同条

後段の趣旨は，会期について少数派の意向を尊重

する点にあり，政治的な理由で召集を不当に遅延す

ることは制度の趣旨に反するものと解されてきた＊1。

2　2020年6月10日，那覇地裁は，臨時会の召集に

関して，次のように判示した。すなわち，「憲法53

条後段に基づく臨時会の召集要求に対して，内閣

は臨時会を召集するべき憲法上の義務があるものと

認められ（中略）法的義務であると解されることから，

同条後段に基づく召集要求に対する内閣の臨時会

の召集決定が同条に違反するものとして違憲と評価

される余地はある」とし，同決定も司法審査の対象

となる旨述べた。もっとも他方で，「召集要求をし

た国会議員に対して，内閣が国賠法1条1項所定の

職務上の義務として臨時会の召集義務を負うものと

は解されない」とし，内閣は，召集要求をした個々

の国会議員に対し，国賠法1条1項所定の賠償義務

を負う余地はないとした＊2。

　　この判示によれば，国家賠償請求訴訟以外の訴

訟類型であれば，請求認容の違憲判決を導く余地が

あるという見方もあるだろう。実際に，本年7月の

野党議員らの臨時会の召集要求に関し，本年8月

4日，岡山の弁護士らが臨時会の召集を命じるよう

求める「義務づけ」の裁判を東京地裁に起こす方針

を明らかにしている＊3。

3　ところで，本年6月中旬，首相官邸がホームページ

に掲載した三権分立と国民（主権者）に関する説明

図が，22年ぶりに修正された。「内閣」から「国民」

に向けた矢印に「行政」と付記されたものにつき，

市民から多くの批判があったことから，その矢印を

逆向きにして「世論」と付記するものに差し替えた

のである＊4。修正後の方が，国民主権（前文1項，

1条）の趣旨に適合し，小学校から高校までの社会

科等の教科書で用いられる多くの説明図とも整合す

るため，上記修正は適切であったといえる。

4　 話を戻すと，臨時会の召集につき司法権による

救済を図る（事実上，上記「義務づけ」の訴訟を

提起し，請求認容判決を得ることなどによって臨時

会の召集を間接的に強制しようとする）ことに関し

て，訴訟要件の点など法的救済のためのハードルは

低くはないだろう。そうすると，安倍政権下において

事実上死文化した憲法53条を蘇生させるためには，

市民の「世論」の力が特に重要なものとなる。

　　当センターは，世論が憲法やその趣旨に適合する

ものになるよう街頭宣伝や憲法教育等，様々な活動

を行っており，いわば「憲法適合的世論」の形成

を図っている。本稿も，憲法適合的世論の構築に

少しでも寄与できるものとなれば幸いである。

憲法問題対策センター副委員長　平  裕介（61 期）

今，憲法問題を語る─憲法問題対策センター活動報告─

第106回　憲法53条に基づく臨時会の召集と「憲法適合的世論」

＊1：芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法 第七版』（岩波書店，2019年）320～321頁参照。
＊2：那覇地判2020（令和2）年6月10日裁判所ウェブサイト・LEX/DB25565871。
＊3：「野党要求の臨時国会『早期に召集を』弁護士ら提訴へ」朝日新聞2020年8月5日朝刊27面参照。
＊4：「三権分立図 炎上『国民→内閣』に修正　官邸HP」毎日新聞2020年7月27日朝刊25面参照。
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1　事案の概要

　大分県では平成19年度及び20年度の教員採用選
考試験において，賄賂を伴う不正な点数操作が行わ
れた。大分県は，これにより不合格となった受験者ら
に対して，合計9045万円の損害賠償金を支払った。
一審原告は，被告大分県知事に対して，住民訴訟を
提起し，不正行為に加担したAからDに対して，求
償権を行使して，同金額のうち，8597万0512円の
請求をするよう求めた。なお，本裁判例は，第2次
上告審である。

2　関係者

⑴　平成19年度試験教育審議監　A
　BCから賄賂を受け取り，EにBCの子を合格させ
るよう指示した。その後退職した。

⑵　市立小学校教員夫妻　BC
　平成19年度試験で便宜を図ってもらうため，Aに
贈賄した。BCの子は本来不合格であったが，得点操
作により合格した。その後懲戒免職された。

⑶　市立小学校教頭　D
　平成20年度試験で便宜を図ってもらうため，Eに
贈賄した。Dの子は本来不合格であったが，得点操
作により合格した。その後懲戒免職された。

⑷　県教委義務教育課人事班主幹　E
　平成19年度及び20年度の双方の不正行為に加担
した。A，Fの指示や自らへの直接の依頼を受けて，
試験の得点操作に加担した。その後死亡した。

⑸　義務教育課長（平成19年度試験時）　F
　平成19年度及び20年度の双方の不正行為に加担
した。複数の者から依頼を受け，Eに対して，得点操
作を指示した。その後破産し免責許可決定を受けた。

3　主要な事実関係

　本裁判例の主要な判示事項は，平成19年度の不
正行為を行ったAに関するものであることから，同人
に関するものを中心に，事実関係をまとめる。
　大分県は，平成19年度試験で不正行為によって不
合格となった受験者らに対して，総額7095万円の賠
償金を支払った。
　不正行為によって不合格になった受験者を救済す
るため，県教委幹部職員・教育委員から計5342万
4616円が大分県に寄付された。
　大分県は，専門家委員会の報告書を踏まえて，関
係者に対して求償請求を行い，Aは，195万3633円
を弁済した。BCDらも，県の請求に応じ，各々請求
された金額の全部ないし一部を弁済した。
　なお，Aは，本件に関して有罪判決を受けたことで，
退職手当3254万5896円の返納を命じられ，全額返
納した。

4　第一次上告審での判示事項の概要

　第一次上告審では，Aが返納した退職手当相当額
を，求償額から差し引くことの可否が問題となった。
第一審は，これを求償額から控除することは許されな
いものと判断したが，控訴審は，「求償権行使に対す
る過失相殺又は信義則上の制限として合理性を有す
る」として，求償額から控除した専門家委員会ない
し県の判断を是認した。
　第一次上告審は，事案の重大性や悪質性から，「県
が本件不正に関与した者に対して求償すべき金額か
ら本件返納額を当然に控除することはできない。」と
して，控訴審の判決を破棄し，差し戻した。
　差戻審は，この点について，返納された退職手当
全額について，求償すべき金額から返納額を控除す
ることは相当でないと判断した。

～労働法制特別委員会若手会員から～

労働法制特別委員会委員　野田 広大（67 期）

第89回  最判令和2年7月14日（大分県事件／裁判所ウェブサイト掲載）
複数の公務員が第三者に対して， 共同して故意に損害を与えた場合， 同公務員らの
負う国家賠償法1条2項による求償債務は連帯債務に当たると判断された事例
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5　本裁判例における判示事項

　本裁判例の主たる判示事項は，平成19年度の不正
行為に教育委員会の職員として関与したAE及びF
の求償債務が，分割債務にあたるのか，連帯債務に
あたるのかである。本件では，Eは死亡，Fは破産し
ていることから，これらの者についての無資力や回収
不能リスクを誰が負うのかが問題となった。

6　差戻審での判断

　「国家賠償法1条1項は代位責任の性質を有するこ
とからすると，同条2項に基づく求償権は実質的には
不当利得的な性格を有し，求償の相手方が複数であ
る場合には分割債務になると考えられる」として，平
成19年度不正にかかわったAEFの職責や関与の態
様から，負担割合をA4，E2.5，F3.5 として求償額
を算定し，Aに対して955万 7717円の求償請求をす
べきであると判断した。

7　本裁判例での判断

　「国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公
務員が，その職務を行うについて，共同して故意によ
って違法に他人に加えた損害につき，国又は公共団体
がこれを賠償した場合においては，当該公務員らは，
国又は公共団体に対し，連帯して国家賠償法1条2項
による求償債務を負うものと解すべきである。なぜな
らば，上記の場合には，当該公務員らは，国又は公
共団体に対する関係においても一体を成すものという
べきであり，当該他人に対して支払われた損害賠償金
に係る求償債務につき，当該公務員らのうち一部の者
が無資力等により弁済することができないとしても，
国又は公共団体と当該公務員らとの間では，当該公
務員らにおいてその危険を負担すべきものとすること
が公平の見地から相当であると解されるからである。」
と判示し，A，E及びFがそれぞれ県に対して負う求

償 債 務は，連 帯 債 務にあたるとして，Aに対して，
2645万0297円の求償請求をすべきであると判断した。
　また，宇賀裁判官による補足意見が付されており，
同意見では，①国家賠償法1条1項の性質論について，
立法者意思は代位責任説を採用したわけではなく，
将来の学説に委ねたと考えられること，②代位責任説，
自己責任説は，解釈論上の道具概念としての意義を
ほとんど失っていること，③代位責任説から，求償権
が実質的に不当利得的な性格を有することを必ずしも
論理的に導けないことの3点が指摘されている。

8　検討

　今後，複数の公務員が，共同して故意に他人に損
害を与えた場合の求償の事例では，概ね本裁判例に
沿った判断がされるものと思われるが，本裁判例では
BC及びDについて実体的な判断が示されておらず，
どのような場合に共同や故意が認められるのかについ
ては，なお議論の余地がある。
　また，本件は，国家賠償法1条2項に基づく求償
請求について判断した事例であることから，民間企業
の使用者責任の場面には，本判例の射程は及ばない。
しかしながら，本裁判例は，複数の公務員が共同し
て故意によって他者に損害を与えた場合に，公平の
見地から，一部の公務員の無資力等のリスクを誰が
負うべきかを判断したものであり，民間企業でも，複
数の従業員が，共同して故意によって他者に与えた
損害を，企業が使用者責任に基づいて賠償した場合，
公平の見地から同様の結論に至る可能性はあるものと
考えられる。
　本件に関連する訴訟として，平成20年度の教員選
考試験において，不正な加点によって採用された後，
採用取消処分を受けた教員による，採用取消処分の
取消訴訟が複数存在する。請求が認容された例（福
岡高判平成28年9月5日判タ1447号83頁）と棄却
された例（福岡高判平成29年6月5日判タ1445号
89頁）があり，いずれも確定している。
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紀尾井町：1948－70 湯島：1971－93 和光：1994－

1 11 21 31 41 51 61 11

47期（1993/平成5年）

わたしの修習時代

検察官志望から弁護士志望へ

会員　森原 憲司（47 期）

　「君の実務修習の順番はどうなってる」

　前期修習を終え，湯島の司法研修所から実務修習に

巣立つ頃，検察教官から投げかけられた問いである。

　「弁護・民裁・刑裁・検察です」

　「最悪の順番だ。検察に来るまでに君を連れてくのが

出てくる」

　「教官。それはないですよ。私は検察一本です」

　最初の実務修習である弁護修習でお世話になったの

は著名な会社更生事件に数多く関与された池田靖先生

であった。私の検察教官との「検察一本です」との約

束は，池田先生と出会って数日後には反故にされるこ

とになった。弁護修習が始まる間際に始まった大型の

会社更生事件を，先生は颯爽と牽引されていた。「プロ

とはこういうものだ」と背中で語る姿に触れた私は弁護

士としても人としてもあっという間に池田先生に魅了さ

れた。「検察官は止めだ。池田先生のような超一流の

弁護士になりたい」あっという間の宗旨替えであった。

　もっとも，出来の悪い修習生だった私は怒られてば

かりだった。嫌われているのかとすら思ったこともある。

10年後の私の独立開業の際に駆けつけてくださった先

生にそのことを尋ねた。「そんなこと全然ないよ。モノ

にならないと思ったら何も言わないから」と返していた

だいた。先生に怒られてから25年経つが私は全然モノ

になっていない。先生の背中に追いつこうと日々頑張っ

ていたが，先生は追いつくまもなく3年前に逝去されて

しまった。無念である。

　弁護修習も終わりを迎える頃，修習委員会から一本

の電話をいただいた。

　「修了式の締めの謝辞を君にお願いしたい。1分でい

いから」

　「私の東弁への感謝の気持ちは1分では伝えられませ

ん。5分いただけませんか」

　「ワッハハ。思ったとおりの人だ。5分でも10分でも

構いませんよ」

　謝辞を終えて懇親会が始まると，たくさんの修習生

が「想いを代弁してくれた」と声をかけてくれた。そ

の後，弁護士が次々にビールを注ぎながら声をかけて

くださった。その中の一人に今井和男会員がいた。「君

は弁護修習で大事なものをつかんだね」との言葉をい

ただいた。これがご縁で私の弁護士デヴューの場は，

今井和男会員と古賀政治会員が率いる企業法務を軸

とする法律事務所となった。両会員から受けた薫陶は

今でも毎日のように心を去来する。

　刑裁では，池田修判事に大変お世話になった。もっ

とも感銘を受けたのは，不出来な私の起案を原型を可

能な限り残しながら懇切丁寧な添削をいただいた点だ。

削除して書き直したほうがよほど簡単なのに，原型を

残しながら細かな赤字で添削するのはとても骨が折れた

と思う。「人を尊重することの大切さ」ということを言

葉ではなく私はあの驚異的といってよい繊細かつ丁寧

な添削を通じて心に刻みこむこととなった。

　限られた紙幅では書ききれないが，修習時代に出会っ

た大勢の法曹界の先輩方への感謝の想いは25年以上

経つのに尽きることがない。皆様，それぞれの立場と

経験に基づいて，法曹という仕事がどれだけ高いプロ

フェッショナルとしての意識をもって向き合わなければ

ならない重要な仕事であるかを教えてくださった。私の

ような弁護士がなんとか25年余やってこれたのは修習

時代の先輩方との出会いと教えにあると思う。忘れが

たい2年間であった。
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7272 期リレーエッセイ

　法律事務所で働くか，企業で働くか―

　大体今から1年前，司法修習生の私は，就職先をど

のように選んでいくべきか，かなり悩んでいた。

　結局，会社員経験のあった私は，自身の職歴がある

程度アドバンテージとなってくれるかもしれない，とい

う期待から，企業に就職することを選択した。

　ただ，その時点から抱いていた疑問があった。

　「そもそも，企業は外部の弁護士に依頼するのに，

社内に弁護士が存在する意義とは何なのか」。

　正直なところ，弁護士登録してから半年経った今で

もまだ模索中である。

　現在私は，法務部門において，各種契約書のリーガ

ルチェック，法務相談対応，訴訟管理等を行っている。

日々の業務量に圧倒されながらも，周りのメンバーの

支えにより，なんとか今までやってくることができた。

　所属するグループには，私と同じく弁護士資格を有

している先輩方もいれば，各専門部門出身のメンバーも

配属されている。それぞれの専門知識を駆使しながら，

膨大な量の法律相談を処理している先輩方の姿から，

日々学ばされている。

　だからこそ，弁護士としてどうあるべきかが時折わか

らなくなる。ひいては，企業における法務部門の存在

意義とは何なのか，という問いにも関連するだろう。

日々の業務において時にはビジネスの壁となる自らの

立ち位置について，よくよく考えさせられる。

　業務に行き詰ったあるとき，上司からあることを教

えられた。法務とは，検問ではない，事業部門と一緒

に車に乗り，必要なときには助手席からハンドルを切

ってブレーキを踏み，最後は一緒に事故に遭う覚悟が

必要である，と。数年前，まだ法務部門の規模が小さ

く，各部門に積極的にコミットしていこうとしていたも

ののなかなか理解が得られなかったが，先輩方の地道な

努力により信頼を得ていったとのことであった。

　企業内の法律事務を扱うのに弁護士である必要はな

い。この点で，社内の問題を扱う限り，弁護士資格の

有無は関係ない。しかしながら，法はあくまでも客観的・

中立的なものであり，時には経営に対してものを申す

ことも必要となろう。だからこそ，業務の目的を達成

するためにはどのような方法がよいのか，部門と共に模

索していく必要がある。

　私は，法務のメンバーについて，資格を持っていな

くても，一人ひとりが社内における専門家たる地位を

得ていると考えるようになった。まぎれもなく，先輩方

のたゆまない努力によって得た地位である。願わくば，

この法務部門という専門家集団の一員として，先輩方

が築き上げてきた信頼を少しでも大きくすることができ

れば，と思う次第である。

　その上で，社外からの知見を得る手段として，やは

り弁護士会の研修や委員会などの活動は大変有益な

ものとなろう。加えて私は，日本組織内弁護士協会

（JILA）に入会し，外部のインハウスから有益な情報

を得ている。最近はコロナ禍を言い訳にして億劫にな

っていることを反省しなければならないが，やはりこの

ような研修や会合には積極的に参加し，先輩弁護士や

同期がどのような問題点に直面し，どう対処していっ

たか，交流を深め，しっかり学んでいきたい。

　これからの弁護士人生，どのように過ごすことになる

かはまだわからない。ただ，今置かれている「企業内

弁護士」というビジネスに直結した場所で仕事ができ

るという恵まれた環境を大切にしたいと思う。どのよう

な仕事をするにしても，専門家としての誇りと，社会

の一員としての謙虚さをもって，職務を全うしていく

所存である。

弁護士として，組織人として
会員　竹内 和生
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心に残る映画

会員　岡  佳佑（71 期）

『メメント』
2000 年／アメリカ／クリストファー・ノーラン監督作品

「時間」を操る希代の
天才ヒットメーカーを輩出した出世作 発売元：博報堂 DYミュ

ージック＆ピクチャーズ
販売元：アミューズソフト
価格：3,800 円＋税
©2000 I REMEMBER 
PRODUCTIONS, LLC

　「好きな映画監督は？」と聞かれれば，クリストフ

ァー・ノーランと即答する。今年9月18日には全世界

待望の最新作『TENET テネット』が日本でも公開

された。「時間の逆行」をほぼCGなしで描いたこの

最新作は，その革新的な映像表現と緻密に練り上げ

られた秀逸な脚本で全世界の度肝を抜いた。

　ノーラン監督といえば切っても切り離せないのが

「時間」。デビュー作『フォロウィング』から最新作に

至るまであらゆる「時間」を描いてきた。人の見る

夢を多重階層化し，各階層で流れる時間の速さを変

えた『インセプション』や，一般相対性理論による

時 間のズレを正 面から描いた『 インターステラー』

など。そんなノーラン監督を一躍有名にしたのが，

全米で2000年に公開された『メメント』。

　この作品では，妻を殺した犯人への復讐を誓う主人

公レナード（ガイ・ピアース）が犯人捜しに奔走する

様が描かれる。レナードの家に浸入した犯人は，レナ

ードの妻を殺害するとともに，犯行を目撃したレナー

ドの頭を殴りつけて気絶させ，その隙に逃走する。目

覚めたレナードに待っていたのは，殴られた後遺症で

事故以降の記憶を10分程度しかとどめられなくなった

自分の存在と妻の死という無慈悲な現実。

　レナードにとっては，今起きていることは分かるのに

前に何が起きたのかは分からない。この作品では，記憶

をとどめられなくなったレナードの混乱を観客に追体験

させるために，時系列が意図的に組み替えられている。

具体的には「ラスト→冒頭→ラストの少し前→冒頭の

少し後→……→中間」という順序で物語が進んでいく。

つまりこの作品は，レナードの犯人捜しの結末から始

まる。結末から描いて中間にオチを持ってくる。これが

この作品に特有の「時間」の描き方である。

　モノクロで描かれる順行パートとカラーで描かれる

逆行パートが目まぐるしくスイッチするこの作品。置

いてきぼりを食らわないように頭の中で整理しながら

観なければならないので，相当頭を使う。その代わり，

最後まで食らいつくことができれば，ラスト（時系列

としてはちょうど中間）で明かされる衝撃の真実と

「時間」を切り貼りすることでレナードの混乱を巧みに

描く編集の妙に唸らされること請け合いだ。

　昨今のノーラン監督作品はどれも製作費が1億ドル

を超えている。しかし，デビュー作『フォロウィング』

で発現して次作『メメント』で完成された彼の作家性，

すなわち「時間」という概念に対する挑戦的で野心的

な制作姿勢は今も全く変わらない。破格の制作費が

投じられる以上，それを回収できるだけの娯楽性（広

く受け入れられるような作風）を備えるよう圧力がか

かるところだが，彼は例外だ。大手配給会社から巨額

の投資を受け映画制作を任されてなお自身の作家性を

余すことなく発揮し続けられる稀有な監督。そんな彼の

存在を世に知らしめた出世作『メメント』。この衝撃，

ぜひ皆さんも味わってみてはいかがだろうか。

　ちなみに，パッケージ版では時系列順に並べ直した

「リバース・シークエンス」バージョンが収録されてい

る。必ず二度三度と鑑賞したくなる作品だが，物語の

全容をよりクリアに描き出すこのバージョンもぜひ観て

いただきたい。
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コーヒーブレイク

会員　古賀  聡（67 期）

私のニューノーマル

　私が筆をとっているのは2020年7月ですが，未

だに，新型コロナウイルス感染症の影響は残り，大

人数で集まっての会議や飲み会は敬遠され，日本

全体に不安感が残ったままになっています。

　そのような中で注目されているのが，コロナ後の

「ニューノーマル（新しい日常）」です。この「ニュ

ーノーマル」という言葉は多義的で，コロナ前から

ある言葉なのですが，私個人は，日常生活や経済

活動における感染拡大を防止するための様々な取

り組みを日常化するという意味であると捉えてい

ます。コロナの収束がいつになるのか，そもそも

収束するのかが不透明な今，個々人が「ニューノー

マル」を実践しなければならず，私もその例に漏れ

ません。

　まず，会議や打ち合わせの多くをオンラインにし

たことで，事務所，クライアント先，裁判所，弁護

士会館等への移動時間が圧倒的に減りました（緊急

事態宣言中，裁判期日が一斉に取り消されたという

ことも一つの大きな要因ではありました）。そして，

これによって，これまで移動時間に費やしていた時

間を他の仕事に充てることができることになりまし

た。また，対面での打ち合わせよりもオンラインで

の打ち合わせの方が効率的に議事を進行することが

でき，更には，終わった後の疲労感も少ないように

感じます。したがって，業務効率化の観点からは

メリットが多いと思っています。

　このように私の「ニューノーマル」は良いこと尽

くめのはずだったのですが，やはり影の部分もありま

した。それは体重の増加です。社会人になってから

の私は，全くと言って良い程運動をしていません。

唯一の運動といえば，移動時間の早歩きだけだった

のです。これはまずいと思い，最近はランニング等

をはじめ，また，食生活も見直しています。そうし

ますと，私の「ニューノーマル」から発生した体重

増加という事件も，回りまわって，長い目でみると

私の健康増進に寄与しているのかもしれません。

　次に，仕事でもプライベートでも人との付き合い方

に変化が出てきました。言うまでもなく，大人数で

集まっての会議や飲みは控えておりますので，例え

ば，クライアントとの会食，委員会での懇親会，

友人との飲み会等は，小規模なものに限り徐々に

再開していますが，コロナ前のように戻ることは暫く

ないのだと思います。

　古い考え方なのでしょうが，私は，これらの会食

等が好きですし，また，相互の信頼関係を築くため

に効果的なツールであるとも考えています。今流行り

のオンライン飲み会では，システムの仕様上「ある人

の発言を他の人が聞く」という構図になってしまう

場合が多い等といった問題があるのは勿論のこと，

対面での飲み会等と比較して，嗅覚や触覚から得る

情報がなく，視覚も区切られた不鮮明な画面になる

ため得られる情報が限定的となっていることから，

相手から受け取ることができる情報が相対的に少

ないです。そして，これは私の感覚にすぎませんが，

同じ場，コミュニティにいるという共同意識が乏しい

ように感じます。

　そうすると，やはり，オンライン飲み会は，対面

での飲み会等に代替するものではなく，「ニューノー

マル」の中で，感染拡大防止という社会的責任と

対面でのコミュニケーションの双方を両立できる方法

を模索していかなければならないと思っています。

　コロナ後の「ニューノーマル」とは長い付き合いに

なりそうです。



43LIBRA  Vol.20  No.11  2020/11

@TobenMedia @toben.kohou

ツイッター フェイスブック

東京弁護士会のソーシャルメディア公式アカウント

芸 術 の 秋   再 来


	H1
	H2
	P01-19
	P20-44
	H3
	H4



